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条例第６条第４項の許可基準 

ア 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置するもの 

広告物等の種類 
第１種特別規制地域において

表示し、又は設置する場合 

第２種特別規制地域において

表示し、又は設置する場合 

１ 広告

塔、広

告板そ

の他こ

れらに

類する

もの 

(１) 野立てのもの (ア) 高さは、広告塔にあっ

ては地上10メートル以下、

広告板にあっては地上５メ

ートル以下であること。 

(イ) 表示面積の合計は、30

平方メートル以内であるこ

と。ただし、広告塔の場合

は、１面30平方メートル以

内とする。 

(ア) 高さは、広告塔にあっ

ては地上15メートル以下、

広告板にあっては地上５メ

ートル以下であること。 

(イ) 表示面積の合計は、30

平方メートル以内であるこ

と。ただし、広告塔の場合

は、１面30平方メートル以

内とする。 

(２) 建

築物を

利用す

るもの 

ア 屋上に設置

するもの 

(ア) 高さは、建築物の高さ

の３分の２以下で、かつ５

メートル以下であること。 

(イ) 建築物の壁面から突き

出ないものであること。 

(ウ) 木造建築物の棟の上に

は、設置しないものである

こと。 

(ア) 高さは、建築物の高さ

の３分の２以下で、かつ10

メートル以下であること。 

(イ) 建築物の壁面から突き

出ないものであること。 

(ウ) 木造建築物の棟の上に

は、設置しないものである

こと。 

イ 壁面から突

き出すもの 

(ア) 表示面積は、１面につき20平方メートル以内とし、

外壁からの出幅は、1.5メートル以下であること。 

(イ) 下端は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上では

地上2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路上で

は地上4.7メートル以上であること。 

(ウ) 上端は、壁面を越えないものであること。 
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ウ 壁面を利用

するもの 

(ア) 壁面の１面の面積が300平方メートル未満の場合に

おいては、表示面積は、その壁面面積の５分の１以内で

あること。ただし、壁面面積の５分の１が15平方メート

ルに達しない場合にあっては、15平方メートル以内とす

る。 

(イ) 壁面の１面の面積が300平方メートル以上の場合に

おいては、表示面積は、その壁面面積の10分の１以内で

あること。ただし、壁面面積の10分の１が60平方メート

ルに達しない場合にあっては、60平方メートル以内とす

る。 

(ウ) 壁面の端から突き出ないものであること。 

(エ) 窓その他の開口部を覆わないものであること。 

(３) 工

作物等

を利用

するも

の 

ア 塀を利用す

るもの 

(ア) 塀の１面の面積が300平方メートル未満の場合にお

いては、表示面積は、その塀の面積の５分の１以内であ

ること。ただし、塀の面積の５分の１が15平方メートル

に達しない場合にあっては、15平方メートル以内とする。 

(イ) 塀の１面の面積が300平方メートル以上の場合にお

いては、表示面積は、その塀の面積の10分の１以内であ

ること。ただし、塀の面積の10分の１が60平方メートル

に達しない場合にあっては、60平方メートル以内とする。 

(ウ) 塀の上端及び両側端から突き出ないものであるこ

と。 

イ 電柱、街灯

柱その他これ

らに類するも

の（消火栓標

識柱を除く。）

(ア) 突き出すもの 

ａ 表示規格は、縦1.2メートル以下、横0.4メートル以

下であること。 

ｂ 下端は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上では

地上2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路上
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を利用するも

の 

では地上4.7メートル以上であること。 

ｃ 個数は、１本につき１個であること。 

(イ) 巻き付けるもの 

１本当たりの表示面積の合計は、１平方メートル以内

であること。 

ウ 消火栓標識

柱を利用する

もの 

つり下げるもの 

(ア) 表示規格は、縦0.4メートル以下、横0.8メートル

以下であること。 

(イ) 下端は、歩道と車道の区別のある道路の歩道上で

は地上2.5メートル以上、歩道と車道の区別のない道路

上では地上4.7メートル以上であること。 

(ウ) 個数は、１本につき１個であること。 

２ 貼り

紙、貼

り札、

立看板

その他

これら

に類す

るもの 

壁面及び塀を利用するも

の 

(ア) 壁面又は塀の１面の面積が300平方メートル未満の

場合においては、表示面積は、その壁面又は塀の面積の

５分の１以内であること。ただし、壁面又は塀の面積の

５分の１が15平方メートルに達しない場合にあっては、

15平方メートル以内とする。 

(イ) 壁面又は塀の１面の面積が300平方メートル以上の

場合においては、表示面積は、その壁面又は塀の面積の

10分の１以内であること。ただし、壁面又は塀の面積の

10分の１が60平方メートルに達しない場合にあっては、

60平方メートル以内とする。 

(ウ) 壁面を利用する場合においては、壁面の端から突き

出ないものであり、かつ、窓その他の開口部を覆わない

ものであること。 

(エ) 塀を利用する場合においては、塀の上端及び両側端

から突き出ないものであること。 
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３ その

他の広

告物等 

(１) アドバルーン 表示規格は、縦20メートル以下、横1.5メートル以下で、ロ

ープの長さは取付箇所から50メートル以下であること。 

(２) 広告幕及び広告網 (ア) 道路を横断するもの 

幅は１メートル以下で、下端は地上５メートル以上で

あること。 

(イ) 壁面又は塀を利用するもの 

ａ 壁面又は塀の１面の面積が300平方メートル未満の

場合においては、表示面積は、その壁面又は塀の面積

の５分の１以内であること。ただし、壁面又は塀の面

積の５分の１が15平方メートルに達しない場合にあっ

ては、15平方メートル以内とする。 

ｂ 壁面又は塀の１面の面積が300平方メートル以上の

場合においては、表示面積は、その壁面又は塀の面積

の10分の１以内であること。ただし、壁面又は塀の面

積の10分の１が60平方メートルに達しない場合にあっ

ては、60平方メートル以内とする。 

ｃ 壁面を利用する場合においては、壁面の端から突き

出ないものであり、かつ、窓その他の開口部を覆わな

いものであること。 

ｄ 塀を利用する場合においては、塀の上端及び両側端

から突き出ないものであること。 

(３) のぼり (ア) １本当たりの表示面積は、１面につき２平方メート

ル以内であること。 

(イ) 道路の区域及び路端から５メートル以内の地域に表

示し、又は設置する場合においては、相互の間隔は５メ

ートル以上であること。 

 


